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Ⅰ．宮崎県諸県・大平山・一里山県有林の概要 

１．森林の所有者 ： 宮崎県知事 東国原 英夫 

    宮崎県宮崎市橘通東２丁目 10 番１号 

２．森林の管理者  ：  宮崎県知事 東国原 英夫 

            宮崎県宮崎市橘通東２丁目 10 番１号 

          《管理事務分掌機関》 

            宮崎県環境森林部森林整備課(県営林係) 

          《実際の管理者》 

            諸県県有林及び一里山県有林：宮崎県中部農林振興局(林務課林政係) 

            大平山県有林：西諸県農林振興局（林務課林政係） 

３．認証の区域    ： 宮崎県諸県・大平山・一里山県有林 

                       宮崎県宮崎市、東諸県郡綾町、西諸県郡野尻町 

４．対象森林    ：  １，８１６．６６ha 

※宮崎市高岡町、綾町、野尻町／面積：1575.79ha（平成 16 年 9 月 15 日）  

※区域拡大／追加後面積：1,816.66ha（平成 19 年 3 月 28 日）  

※更新後面積：1,816.66ha（平成 21 年９月 15 日） 

 

５．齢級別森林資源の構成 

【諸県県有林 樹種・齢級別資源構成表】H21 年７月現在                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7.13 4.87 22.41 11.08 1.19 113.61 233.13 85.78 116.33 33.85 1.85 0.71 631.94

509 667 4051 2585 324 40444 91067 37721 53513 15571 851 327 247630

1.54 2.95 38.33 7.33 5.13 42.06 128.59 38.41 6.50 13.35 3.46 2.34 0.41 290.40

92 363 6356 1409 1200 12256 42012 13759 2383 5046 1308 885 155 87224

0.80 2.04 18.93 15.26 37.03

86 557 3651 2272 6566

1.55 1.08 1.01 2.76 6.40

0 96 99 401 596

0.16 0.11 8.41 2.84 0.16 11.68

5 7 682 293 24 1011

1.52 17.71 11.77 0.67 0.41 4.68 4.53 14.27 10.14 2.60 68.30

11 657 566 53 42 828 884 2801 2018 518 8378

3.07 26.54 20.78 71.63 21.66 6.32 155.83 371.20 147.65 152.36 57.34 5.31 3.05 3.01 1045.75

11 1263 1699 11327 4329 1524 52724 134865 56015 60969 22635 2159 1212 673 351405

1.68 4.23 2.55 4.76 3.01 14.88 21.66 172.81 54.11 70.16 12.16 12.08 21.43 66.87 462.39

32 155 150 344 298 2053 3368 28730 10024 12164 2420 1912 4265 13307 79222

1.68 4.23 2.55 4.76 3.01 14.88 21.66 172.81 54.11 70.16 12.16 12.08 21.43 66.87 462.39

32 155 150 344 298 2053 3368 28730 10024 12164 2420 1912 4265 13307 79222

4.75 30.77 23.33 76.39 24.67 21.20 177.49 544.01 201.76 222.52 69.50 17.39 24.48 69.88 1508.14

43 1418 1849 11671 4627 3577 56092 163595 66039 73133 25055 4071 5477 13980 430627

 

ֻ 1575.7961.4 66.95

0.7

5.55  
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【大平山県有林 樹種・齢級別資源構成表】H21 年７月現在 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0.14 14.28 18.63 12.45 9.38 11.55 3.17 1.41 71.01

40 4918 7230 5509 4315 5313 1458 649 29432

2.64 7.13 24.37 8.61 1.43 3.02 9.33 56.53

517 1847 7063 2792 501 1142 3527 17389

1.82 1.82

577 577

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2.64 7.27 38.65 27.24 13.88 14.22 20.88 3.17 1.41 129.36

517 1887 11981 10022 6010 6034 8840 1458 649 47398

0.22 0.45 0.16 0.83

44 90 32 166

0.22 0.45 0.16 0.83

44 90 32 166

2.64 7.27 38.65 27.24 13.88 14.44 21.33 3.33 1.41 130.19

517 1887 11981 10022 6010 6078 8930 1490 649 47564

 

ֻ 133.913.720.13 3.59  

 

 

【一里山県有林 樹種・齢級別資源構成表】H21 年７月現在 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.40 1.73 17.11 6.34 13.88 0.97 42.43

329 616 6599 2721 6385 446 17096

16.55 0.41 13.80 9.26 5.04 5.44 4.98 55.48

2664 106 4108 2991 1782 2056 1882 15589

0.00

0

0.00

0

0.00

0

5.97 1.33 7.30

604 88 692

2.40 16.55 0.41 15.53 26.37 17.35 20.65 5.95 105.21

329 2664 106 4724 9590 5107 8529 2328 33377

0.15 0.30 0.45

30 60 90

0.15 0.30 0.45

30 60 90

2.40 16.55 0.41 15.53 26.37 17.35 20.65 5.95 0.15 0.30 105.66

329 2664 106 4724 9590 5107 8529 2328 30 60 33467

 

ֻ 106.961.30.36 0.94  
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６．森林の沿革・概要 

 

諸県県有林、大平山県有林及び一里山県有林は、宮崎県のほぼ中央部に位置し、日本最大規模とい

われる照葉樹林で有名な綾町や、高岡町、野尻町にあり、総面積 1816.66ha で、１団地(３６林班)よ

りなる。 諸県地域の年平均気温は約 17℃、年平均降水量は約 2,500 ㎜で、比較的温暖多雨な気象条

件は、林木の生育に好適な環境となっている。水系は、大淀川水系に属し、北側には支流の綾南川が

沿って流れ、中央を貫流する浦之名川には、九州農政局所管の広沢ダムが設置されている。山林内に

は、ダム建設などにともなう残土処理場や、小規模な崩壊地が数カ所あるが、緑化状況は良好で、現

在は安定した状態である。 

 

森林現況は、スギ・ヒノキの人工林が主体で、人工林率は７０％となっている。標準伐期を 70 年

とする長伐期施業を採っており、近年皆伐は行われておらず、間伐主体の保育施業が中心である。路

網密度は、約２９ｍ／ha。資源の現況は、資源構成表の通り。造林事業は、明治時代から行われてき

たが、大部分が戦後伐採され、人工林は、二代目Ⅷ～Ⅹ級が主体である。 

 天然林については、シイ・カシ類の二次林がほとんどであるが、綾南川沿いに一部９５年生前後の

タブやイチイガシからなる自然林が残され、良好な景観づくりの一役を担っている。 

  

諸県･大平山･一里山県有林は、第９次県営林経営計画によって、水源のかん養機能と山地災害防止

機能を重視する「水土保全林」と生活環境保全機能と保健文化機能を重視する「森林と人との共生林」

の２つに区分され、それぞれの区分に応じた施業が行われている。さらに、県有林の北部、綾南川沿

い一帯は、九州中央山地国定公園の一部(第２種特別地域：44.45ha、第３種特別地域：473.72ha)に指

定されている。 

 

また諸県県有林のうち、｢綾の照葉樹林プロジェクト｣の対象区域である綾南川右岸の７０１ha につ

いては、区域を①｢植物群落参考林｣として保護するエリア、②森林環境教育･保健休養的利用を図ると

ともに人工林の針広混交林化を進めるエリア、③主に人工林から照葉樹林へ復元、再生するエリア、

④ＳＧＥＣ認証森林として林業経営を行うエリアの４つに細区分し、方向性を定め、的確な森林施業

を推進している。 
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 ○諸県・大平山・一里山県有林面積（人工林・天然林別） 

   総面積 ：１，８１６．６６ｈａ 

   人工林：１，２８０．３２ｈａ（70．5％）／天然林： ４６３．６７ｈａ（25.5％） 

／竹林・原野・除地等 ：７２．６７ｈａ（ 4.0％） 

 

 

                                                 

     

 1562.54 1360.19 78.26 1770.99 

 0 0 0 0 

 0 0 27.40 27.40 

     

 960.04 130.05 0 1090.09 

 0 0.14 0 0.14 

 0 0 0 0 

 33,425 7,200 100 

 

40,725 
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７．施業履歴・森林被害等の記録／施業種別実績-過去５年                 

                                           

       

 0 0 0 0 0 0 

 0 2.09 0 0 0.15 2.24 

 10.32 11.67 11.71 1.28 5.93 40.91 

 4.50 5.80 0 0 0 10.30 

 21.75 4.50 20.57 15.41 49.85 112.08 

 0 0 0 0 0 0 

 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 17.2 

 

                                         

       

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0.96 0 0 0 0 0.96 

 2.63 0 0 0 29.31 31.94 

 0 0 0 0 0 0 

 

                                         

       

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 1.06 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 
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【素材生産量－過去 5 年】 

                                            

        

 2,521 1,033 1,822 1,520 784 10,782 

 0 0 0 0 0 0 

 

                                           

        

 684 970 783 0 0 2,473 

 0 0 0 0 0 0 

 

                                          

        

 692 27 0 0 0 719 

 0 0 0 0 0 0 

 

 

【認証材売り払い実績】 

 平成 17 年度に社団法人宮崎県林業協会が、ＳＧＥＣ認定事業体（素材生産）を取得したことから、

認証森林である諸県県有林の間伐材をＳＧＥＣ森林認証材として売り払っている（第９次県営林経営

計画書より）。今後も新たな認定事業体への売り払いが想定されている 

1,026 1,815 1,501 781

7.9 11.7 12.4 5.5

298 1,244 1,739 1,034
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【森林被害の記録と概況】 

                                            

        

 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0.03 0.12 0.15 

 0.11 0.10 0 0 0 0.21 

 

                                            

        

 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0.22 0 0 0 0.22 

 

                                            

        

 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 
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【森林の管理体制】 

諸県･大平山・一里山県有林の営林事業は、平成 20 年度(及び平成 21 年度一部)までは宮崎県林業協

会が受託しており、各種作業は、「県有林事業協力会」を中心に執り行われてきた。今後については、

平成21年10月より、当該地域のＳＧＥＣ認定事業体(現在３社)に事業委託していくこととしている。   

諸県・大平山・一里山県有林の管理については、県営林監視人等による「巡視（モニタリング）」を

定期的に行っており、植栽地で枯損が発生した場合には、病虫害、獣害、気象害それぞれに分け、迅

速に対処するしくみを構築している。 

 

 

【教育・研修に関する記録】 

 諸県県有林内に設定された｢共に学ぶ森｣の多目的管理棟などを活用し、これまで、作業班並びに

林業協会職員に対して労働安全衛生等の研修、森林ボランティア活動に関する各種研修、 ボランティ

アグループによる下草刈り等が実施されてきた。今後も、｢共に学ぶ森｣の指定管理者である宮崎県林

業協会が中心になって、年６回、山菜・薬草教室、木の工作教室、シイタケ栽培体験などの教育イベ

ントの開催が予定されている。 

 

 

【モニタリング記録】 

県有林内でレッドデータブックに記載の菌類が確認されている。今後、「諸県･大平山・一里山県

有林におけるレッドリスト種保護に関するマニュアル」に基づき、モニタリングを継続的に実施し、

対象地内の動植物の記録及び保護管理の対策を適切に行っている。 

 動植物の管理等については、平成 17年度から県営林監視人の巡視による定期的モニタリング等によ

り保護管理に努めている。今後も「宮崎県野生動物の保護に関する条例」等に基づき、希尐野生動植

物の周知に努め、適切に対処していくこととしている。 



 10 

８．経営方針 

  認証森林である「諸県・大平山・一里山県有林」は県営林の一部であり、第９次県営林経営計画

（平成２１～２５年度）の基本方針によると、宮崎県の県営林は、「①水源のかん養機能と山地災害防

止機能を重視する「水土保全林」、②生活環境保 全機能と保健文化機能を重視する「森林と人との共

生林」、③木材等生産機能を重視する「資源の循環利用林」の区分に応じた適切な施業により計画的・

合理的な森林の整備を図り、広く県民に親しまれる民有林の模範となる多様な森林づくりに努める」

とされている。 

  対象森林の諸県・大平山・一里山県有林は、そのうちの「水土保全林」、「森林と人との共生林」

の２つに分類され、「水土保全林では、林内に適度な光が射し込み、下層植生とともに樹木の根が深く 

広く発達し、土壌を保持する能力や水を蓄える土壌のすき間が十分に形成され、保水する能力に優れ

た森林の整備を目指す」、また「森林と人との共生林では、原生的な自然環境を構成し、学術的に貴重

な動植物の生息・生育に適している森林、騒音や風等を防ぐ森林、身近な自然とのふれあいの場とし

て県民の憩いの場を提供する森林の整備を目指す」方針である。 

 

第９次県営林経営計画（平成２１～２６年度）において、ＳＧＥＣ管理経営方針を次のように定め

ている。 

 

《ＳＧＥＣ認証森林の管理経営方針》 

  時代のニーズや森林の持つ多面的機能をふまえて、標準伐期齢を２倍程度に伸ばす長伐期施業(標

準伐期 70 年)に転換し、木材生産機能重視から水源のかん養、県土の保全、保健休養の場の提供など

公益的機能重視の経営に努める。 

    下刈りや除間伐等の保育作業については、個々の現地を十分調査して、必要箇所のみ実施し、可

能な限り支出の抑制に努めるとともに、間伐を中心として水土保全、保健休養の場の提供など公益的

機能重視の経営に転換してきている。伐採可能な林分に ついては立木処分を行い収益の確保に努め

るとともに、県有林は主要河川の上流に位置する水源地帯に多いことから、保安林指定を積極的に推

進する。 

また、「ひなもり台県民ふれあいの森」や「共に学ぶ森」で実施している森林とのふれあいの場 

の提供や森林環境教育の充実に努める。 

 諸県・大平山・一里山県有林においては、今後も環境に配慮した持続的な森林経営を行うとともに、

素材生産・加工・流通・販売にいたる認証材流通システムの確立に努める。 

 また、綾の照葉樹林プロジェクトのエリアとなる綾南川沿いの県有林については、原生的な照葉樹

林の保護・復元を図るため、４つのエリアに細区分し方向性を定め、的確な森林施業を推進する。 

（第９次県営林経営計画（平成２１～２６年度）より） 
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９．環境方針 

 認証森林においては、次のような環境方針を定め、自然環境・生活環境及び地球環境の保全に、積 

極的に取り組むこととしている。 

 

宮崎県は、認証森林である諸県・大平山・一里山県有林において、宮崎県の環境保全施策のマスタ

－プランとして位置づけている「宮崎県環境基本計画」並びに県営林の管理運営の方向性を定めた「県

営林経営計画」の基本方針に基づき、自然環境保全、生活環境の維持・改善あるいは地球環境の保全

に積極的に取り組み、持続可能な社会の形成に貢献するとしており、認証森林においても下記事項を

念頭に置いて、適正な森林の管理を行うこととする。 

 

 １ 自然環境の保全 

   (1) 諸県･大平山・一里山県有林に生息・生育する様々な動植物の生息・生育地の保全を図るため、

保護樹帯や水辺林の保全並びに下層植生の維持に努めるとともに、希尐な野生動植物について

は、適切な保護・管理を行う。 

   (2) 県民の積極的な自然保護活動を推進するため、様々なふれあいの機会を設定する。 

 

 ２  生活環境の保全 

   (1) 適正な森林管理により清らかで豊かな水資源のかん養や県土の保全に努める。 

   (2) 廃棄物の削減やリサイクルの推進、並びに廃棄物の適正処理に努める。 

   (3) 身近な自然とのふれあいの場として県民に憩いの場を提供する森林を整備する。 

 

 ３  地球環境の保全 

   (1) 適切な森林整備の実施により、二酸化炭素の吸収量の増加を図るとともに、木質資源の有効

活用により、炭素固定の長期化を図る。 

   (2) 省資源・省エネルギーによる森林管理に努め、温室効果ガスの削減に努める。 

 

 ４ 環境関連法令等の遵守 

 環境に関する法令等を遵守し、自然環境の保全及び環境汚染の予防に努める。 
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10．施業方針の概要 

 森林施業については、「生物多様性の保全を考慮した施業指針」に基づき、実施することとしてい

る。その内容は、次のとおりである。 

 

《生物多様性の保全を考慮した施業指針》 

 １．県営林経営計画の基本方針にもとづいて 

  県営林は、第１次からの県営林経営計画に基づき、森林のもつ経済的機能と公益的機能との調和を

図りつつ、様々な要請に対応しながら、県の基本財産を造成するとともに民有林の模範的役割を果た

しつつ、地域林業及び木材産業の振興に貢献してきた。 

  しかしながら、近年、森林に対する県民のニーズは、水源のかん養、県土の保全、保健休養の場の

提供、更には、地球温暖化防止や生物多様性の保全機能の発揮が期待されるなど、多様化・高度化す

るとともに、社会資本としての森林を重視する方向にあり、県営林の新たな役割と使命が問われてき

ている。 

  よって、県営林の一部であり、認証森林である「諸県・大平山・一里山県有林」の施業指針を下記

の通り定める。 

 

２ 諸県・大平山・一里山県有林の施業指針 

 「水土保全林」、「森林と人との共生林」の２つに分類し、目的に応じた適切な森林施業を行い、生物

多様性の保全に配慮し、広く県民に親しまれ民有林の模範となる多様な森林づくりに努める。 

 

 （１）管理運営指針 

  ①時代のニ－ズや森林の持つ多面的機能を踏まえて、標準伐期齢を７０年とする長伐期施業とし

ており、水源のかん養、県土の保全、保健休養の場の提供など公益的機能重視の経営に努める。        

 

    ②下刈や除間伐等の保育作業については、個々の現地を十分調査して、必要箇所のみ実施し、可

能な限り支出の抑制に努めるとともに、保育間伐を中心として伐採可能な林分については、立

木処分を行い収益の確保に努める。 

 

    ③利水施設の上流に位置する水源地帯の森林が多いことから、保安林の指定を積極的に推進する。 

       

④レッドリスト種の保護                          

      ア．諸県・大平山・一里山県有林におけるレッドリスト種の把握に努め、可能な限り記録する

仕組みの整備に努める。 

      イ．レッドデータブックに掲載されている動植物が確認された場合は、「諸県･大平山・一里山

県有林におけるレッドリスト種保護に関するマニュアル」による。  

 

      ウ．「諸県･大平山・一里山県有林におけるレッドリスト種保護に関するマニュアル」のモニタ

リングチェックリストに基づき、保護樹帯や水辺林の保全、病害虫の発生状況、標識類の
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保全等に関してモニタリングを実施する。 

 

      エ．営巣木として価値のある立木や昆虫・鳥類等の餌場として価値のある枯れ木、空洞木等を

保護するなど生育環境の改善に努める。 

 

  ⑤保護樹帯、水辺林の保全 

      多様な野生生物の生息・生育地及び移動経路となっている尾根筋に保護樹帯を、沢筋に水辺林

を適宜設置し、針葉樹の一斉林となっている林分は広葉樹の導入を図っていく。  

 

⑥林道・作業道 

林道・作業道の新設にあたっては、可能な限り間伐材等の生物系資材を有効利用するとともに、

小動物の生育・繁殖を妨げないように努める。 

 

    ⑦施業基準 

      施業は、県営林経営計画の施業方法によるもののほか、次により実施するものとする。 

      ア．地拵 

       原則として、全刈、棚積地拵を行うこととし、伐採跡地に残存するかん木類、末木枝条はでき

る限り細分処理を行い、横筋上に集積し、地力の維持及び植栽、保育に支障のないようにする。 

 

   イ．植栽 

    苗木は、在来樹種の選定に努め、有用樹種も含めた多様な樹種を選定する。植栽は、正方形植

えを原則とし、苗木は大形の優良苗を用い、ていねい植えとする。 

     

ウ．下刈 

    下刈は、適期を旨とし、原則として全刈作業を実施するが、有用広葉樹等の幼稚樹については、

適宜残置し、多様な植生の維持に努める。 

 

   エ．つる切り 

    地上部を切り取るだけで、つる類の繁茂を抑制できる場合に実施する。 

 

   オ．除伐 

    除伐は、造林木の完全な成育をめざすものであり、原則として、進入した雑木、つる類を除去

するが、成木の見込みのない造林木についても合わせて除去する。林内に現存する広葉樹は、

生物多様性の保全上必要であることから造林木の成育に支障のない限り保存し保育に努める。 

 

   カ．枝打ち 

    スギは、原則として実施しない。ヒノキについては、優良材生産を目標に枝下高 7.Om をめど

とする。 
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   キ．間伐 

    間伐は、残置木の成長促進、下層植生の維持等林分の健全化を図る目的で行う。その際、野鳥

等の営巣、探餌が確認された枯損木等は、主林木の生長に支障のない限り残す。 

 

   ク．伐 採 

     (ｱ) 皆伐にあたっては、小面積皆伐に努め、保護樹帯を設定する。 

    (ｲ) 収穫に適さない小径木・広葉樹更新木・低木類は造集材の支障とならない              

範囲において保残させたままとするが、伐採する場合は、可能な限り有効利用に努め

る。 

      (ｳ) 尾根筋、沢筋等に、立地条件に適合した植生の保護樹帯を設定する。    

     (ｴ) 河川及び沢沿等に水辺林を適宜設置する。 

     (ｵ) 保護樹帯、水辺林に相当する区域は、軽度の択伐に留め、下層植生の維持       

と多様な植生の導入に努める。 

    (ｶ) 風衝地、岩石地、湿地等造林木の優良な生育が見込めない箇所は、既存の              

広葉樹などの伐採を行わず、防風、防火、気象害緩和等のさまざまな役割              

を持たせると共に、生物多様性の保全に努めることとする。 

 

    (ｷ) 保護が必要な動植物の存在が認められる林分においては、当該動物種の繁              

殖時期における伐採作業を避ける等の対応を検討する。 

 

   ケ．天然広葉樹 

    環境保全、防災、レクリエーション、自然景観形成等各種機能を高度に発揮させるため、保

残に努める。 

 

      コ．その他 

        燃料等油類の漏出は、環境への影響が大きいことから、作業現場での燃料等油類の取扱には

十分注意する。 

       

⑦その他 

      林道及び治山施設等の工事においては、河川等の汚濁防止並びに土砂等の流出防止に努める。 
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確認資料一覧 

１．第８次県営林経営計画書（平成 16 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日） 

２．第９次県営林経営計画書（平成 21 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日） 

３．諸県･大平山・一里山県有林森林簿 

４．諸県･大平山・一里山県有林資源構成表 

５．森林の現況並びに伐採計画及び造林計画表 

６．諸県･大平山・一里山県有林の状況（ゾーニング図：1/25,000） 

７．諸県県有林基本図１～４（1/5,000） 

８．諸県県有林基本図１～４（林相図：1/5,000） 

９．森林施業計画書(平成 21～26 年)及び森林施業計画認定書 

10．大淀川地域森林計画書（平成 20 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日） 

11．地域森林計画変更計画書（大淀川森林計画区：平成 15 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日） 

12．綾町森林整備計画（平成 15 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日） 

13．高岡町森林整備計画（平成 15 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日） 

14．野尻町森林整備計画変更計画書（平成 15 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日） 

15．間伐技術指針（昭和 53 年：宮崎県林務部） 

16．複層林施業の手引き（平成２年：宮崎県林務部） 

17．長伐期施業の手引き（平成８年：宮崎県林務部） 

18．宮崎県作業道・作業路開設実施要領 

19．宮崎県環境基本計画（改訂計画） 

20．諸県･大平山・一里山県有林環境方針書 

21．諸県･大平山・一里山県有林「生物の多様性の保全」を考慮した施業指針 

22．宮崎県の保護上重要な野生生物（レッドデータブック） 

23．諸県･大平山・一里山県有林におけるレッドリスト種保護に関するマニュアル 

24．諸県･大平山・一里山県有林でのモニタリングの手順について 

25．森林病害虫等防除事業実施要領 

26．森林病害虫及び獣害防除事業仕様書 

27．諸県･大平山・一里山県有林における被害状況整理簿 

28．第９次鳥獣保護事業計画書 

29．特定鳥獣保護管理計画 

30．綾川流域照葉樹林帯保護・復元計画(綾の照葉樹林プロジェクトエリア全体図) 

31．綾川流域照葉樹林帯保護・復元計画推進協定書 
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Ⅱ．審査経過   

宮崎県諸県・大平山・一里山県有林の更新審査経過 

審査は、(社)全国林業改良普及協会の渡辺政一、児島裕、鳥越貞雄、宇佐美均の４名が担当した。 

 

【書類確認】 

平成 2１年７月１０日／審査申込 

（内 容） 

審査申込書及び関係資料を受付、提出された関係書類に基づく質疑・応答の後、新しいＳＧＥＣの

基準・指標・ガイドラインに基づいた別紙「全林協審査判定表」の６８項目を更新「審査要件」と

することを伝えた。 

 

【現地審査】 

平成 2１年８月１２日 

（場 所） 

 宮崎県諸県・大平山・一里山県有林 

   ／宮崎県宮崎市、東諸県郡綾町、西諸県郡野尻町 

 

（審査員） 

 (社)全国林業改良普及協会 専務理事   渡辺政一     

       同              宇佐美均  

              同      専門審査員  鳥越貞雄 

 

（立ち会い者） 

   宮崎県環境森林部森林整備課     山村研治 

   宮崎県中部農林振興局林務課     高島研郎 

 

 

 

（内 容） 

関係書類及び現地調査によって、対象森林の自然条件、施業状況、社会環境を把握するとともに、現

場担当者、行政関係者への面談を行い下記事項の確認を行った。 

１．地域の森林の概況・林業・林産業の状況について聞き取り及び関連資料の確認。 

２．地域森林計画及び市町村森林整備計画における指定施業要件等の確認 

３．現地調査による管理森林の管理状況の把握 

４．更新された森林簿・及び森林計画図の現地照合 

５．対象地域の自然環境及び野生動植物の概況について 

６．希尐野生動植物種等、野生動植物の生息・生育状況調査等の実施状況について 

７．地域における森林環境教育・レクリエーション活動について 
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【審査判定】 

 

平成 2１年９月４ 日／審査委員会 

 

（委員名） 

元東京大学教授・農学博士       山根明臣 

元東京農業大学教授・農学博士     河原輝彦 

木構造振興（株）専務取締役・農学博士 西村勝美 

東京農工大学教授・農学博士      土屋俊幸 

（社）林木育種協会理事        真柴孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会 専務理事  渡辺政一 

(社)全国林業改良普及協会       児島 裕 

(社)全国林業改良普及協会       野田昭一 

(社)全国林業改良普及協会       宇佐美均 

 

(内容) 

「審査要件」及び「確認審査」内容に基づいた審査結果を審査委員会に諮り、審査決定を行った。 

 提示資料及び現地確認審査による審査判定表の内容から、申請森林は SGEC 森林認証に値する管理

がされていると認められた。 

 （判定内容については、判定事由書参照） 
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Ⅲ．判定事由書 

諸県・大平山・一里山県有林の審査における判定事由 

 

【審査判定】 

ＳＧＥＣの定める新しい基準・指標・ガイドラインに準拠した「全林協森林認証審査判定表」の 68

項目について審査を行い、審査委員会に諮ったところ、諸県・大平山・一里山県有林は、認証に価す

る管理がされていると判定された。 

 

【向上目標】 

基準 1-5 に関して 

 出先事務所など、担当職員の異動等に備え、定期的な技術研修の導入も含めた引き継ぎシステムの

改善・充実に努めることが望まれる。 

 

 

基準 5-3 に関して 

現場作業者への生物多様性の保全に関する研修を引き続いて行うとともに、環境配慮に対する意識

の共有に努めること。 

 

基準 7-1 に関して 

モニタリングについては、自己検証、評価、改善点のさらなる検討が求められる。 
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【判定事由】 

 

基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定 

 

１－１．土地、森林資源などの所有者・管理者が明確である。 

 

 １－１－１／妥当である 

第９次県営林経営計画書(H21～26 年)、諸県・大平山・一里山県有林森林基本図(1/5000)が整備され

ており、現地で確認できる。土地所有関係は明確である。また同県有林は、「森林施業計画」を樹立し

ており、森林簿、森林計画図をもとに、林分を現地で明確に確認できる。 

 

１－２．対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天然林別）、 樹種又は

林相、林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備されている。 

 

 １－２－１／妥当である 

５年おきに調整される森林調査簿が常備され、昭和 43 年に第１次県営林経営計画書が編成されて以

来、第９次県営林経営計画書まで５年ごとに更新されてきている。 

 

１－３．対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭である。 

 

 １－３－１／妥当である 

樹種別(スギ・ヒノキ・広葉樹)に色分けされた基本図及びオルソフォトマップ（1/5,000）が常備され、

現地確認において所在及び林班等は明確である。 

 

１－４．森林計画制度の森林施業計画あるいはそれに準じた管理計画が樹立されている。管理計画の

中で、森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森林の管理・経営に関する基本方針が策定されて

いる。 

 

 １－４－１／妥当である 

宮崎県知事により認定された「森林施業計画書」(平成 21～平成 26 年)及び認定書の写しを常備して

いる。基本方針については、上記施業計画の｢森林施業の実施に関する長期方針｣に明確にされている。                                                      

また、上記「長期方針」及び第９次県営林経営計画書で、諸県・大平山･一里山県有林は、標準伐期齢

70 年の長伐期施業へ変更され、間伐を中心にそれへ向けた施業が実施されていることを確認した。 

 

 １－４－２／妥当である 

諸県・大平山・一里山県有林は、市町村森林整備計画に基づく、「水土保全林」「森林と人との共生林」

に機能区分され、各々「目指すべき林相」と施業の考え方が明示され、森林の管理・施業はそれを遵

守している。さらに「SGEC 認証森林の管理経営方針(以下｢経営方針｣)」を定め、長伐期施業に転換

し、木材生産機能重視から水源のかん養、県土の保全、保健休養の場の提供など公益的機能重視の経
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営に努めている。      

 

 １－４－３／妥当である 

諸県・大平山・一里山県有林では、｢認証森林の環境方針｣を定め、自然環境保全、生活環境の維持・

改善あるいは地球環境の保全に積極的に取り組み、持続可能な社会の形成に貢献することを明示して

いる。また認証森林における｢生物多様性の保全を考慮した施業指針｣を定め、｢水土保全林｣、｢森林と

人との共生林｣の２つに分類し、目的に応じた適切な森林施業を行い、生物多様性の保全に配慮し、広

く県民に親しまれ、民有林の模範となる多様な森林づくりに努める、と明記している。 

 

１－５．森林管理計画に即した森林管理を実行しうる管理体制と経営が行われている。 

 

 １－５－１／妥当である（向上目標付記） 

宮崎県環境森林部･中部農林振興局･西諸県農林振興局の担当職員が、事業の計画･作成実施に当たって

いる。また知事が委嘱する「県営林監視人」が配置され、森林育成の目的で行う県営林の更新、保育

及び管理等が適正に実施される体制が整備されている。 

 

 １－５－２／妥当である 

認証対象森林は「経営方針」において、長伐期施業に転換し、木材生産機能重視から水源のかん養、

県土の保全、保健休養の場の提供など公益的機能重視の経営に努めていると明記され、経営内容の改

善に努めている。 

 

基準２ 生物多様性の保全 

 

２－１．生物多様性保全のための計画は、ランドスケープレベルの管理方針が定められているととも

に、主要な森林タイプについて林分レベルの管理方針が定められている。 

 

 ２－１－１／妥当である 

人工林率は 70％で、他に水辺林や高樹齢の天然林、竹林等が配置されており、良好なランドスケープ

を形成している。｢認証森林の環境方針｣、｢生物多様性の保全を考慮した施業指針｣を定め、人工林・

天然林・広葉樹林での生物多様性の保全を配慮した施業指針が定められている。 

 

 ２－１－２／妥当である 

当県有林のうち、「綾照葉樹林プロジェクト」の対象区域である綾南川右岸の７０１ha については、

原生的な照葉樹林の保護・復元を図るため、４つのエリアに細区分し、管理等の指針を定めている。 

 

２－２．対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、里山林、 

 草地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められている。 
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 ２－２－１／妥当である 

林相図として、諸県・大平山・一里山県有林の状況（１：25,000）及びオルソフォトマップ(1/5000)

によって、水系、水辺林、尾根筋の保護樹帯などが明確に示されており、今後実施されるモニタリン 

グの結果等が記録、反映される仕組みを構築している。対象地内の動植物の重要種については、「諸県･

大平山・一里山県有林におけるレッドリスト種保護に関するマニュアル」に基づき、保護管理に努め

ている。   

 

 ２－２－２／妥当である 

「生物多様性の保全を配慮した施業指針」に水辺林の保全計画があり、沢筋に広葉樹が残されている

など、水辺林が保全されていることを現地において確認した。        

 

２－３．絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が 

 図られていること。 

 

 ２－３－１／妥当である 

宮崎県の保護上重要な野生生物がリストアップされ、「諸県･大平山・一里山県有林におけるレッドリ

スト種保護に関するマニュアル」に基づいたモニタリングを行い、生息の把握と、適切な保護対策に

努めている。ニホンカモシカが保護された際、専門家の助言に基づき、適切な保護対策がなされたこ

とを現地において確認した。 

 

 ２－３－２／妥当である 

｢生物多様性の保全を考慮した施業指針｣を定め、野鳥等の営巣、採餌が確認され価値のある枯れ木等

は、保護し、生育環境の改善に努める方針である。現地において、野鳥等の生息に必要な営巣木・空

洞木等を保全していることを確認した。 

 

２－４．下層植生を含め自然植生の保護に努めること。 

 

 ２－４－１／妥当である 

適切に除・間伐が行われ、下層植生が良好に維持されていることが確認できる。また、天然林(自然植

生)は、生物多様性の保全への配慮からも、保全する方針であり、貴重な植生については、「県有林に

おけるレッドリスト種保護に関するマニュアル」に準拠し保護に努めていることを現地において確認

した。 

 

２－４－２／妥当である 

県有林内での動植物の採取は、原則的に禁止しており、不適切な活動については、森林巡視等により

防止していることを現地において確認した。 

 

 ２－４－３／妥当である 

対象森林への外国産等の樹種の導入はない。なお、県営林監視人が、常時、山林の状況を見回り、変
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化があった場合は、報告できる体制を取っている。 

 

 ２－４－４／妥当である 

「生物の多様性の保全」を配慮した施業指針」において、｢可能な限り間伐材等の生物系資材を有効利

用するとともに、小動物の生育･繁殖を妨げないように努める｣こととしている。現地において、林道、

治山施設に、間伐小径木を積極的に使用していることを確認した。 

 

基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

３－１．土壌及び水資源の保全に与える影響を事前に把握し、森林管理計画や実施過程における悪影

響を最小化する。 

 

 ３－１－１／妥当である 

「生物の多様性の保全を配慮した施業指針」において、 ｢小面積皆伐に努め、保護樹帯を設定する｣、

｢尾根筋、沢筋等に、立地条件に適合した植生の保護樹帯を設定する｣、｢保護が必要な動植物の存在が

認められる林分においては、当該動物種の繁殖時期における伐採作業を避ける等の対応を検討する｣、

｢林道及び治山施設等の工事においては、河川等の汚濁防止並びに土砂等の流出防止に努める｣等が明

記され、適切に実行されていることを、現地において確認した。 

 

 ３－１－２／妥当である 

地域森林計画、市町村森林整備計画に基づいて、土壌・水系の保全のために配慮が必要な場所は、｢水

土保全林｣として区分され、県有林ゾーニング区分図に明示されている。 

 

３－２．伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護 

 樹帯を設けている。 

 

 ３－２－１／妥当である 

尾根筋の保護樹帯及び沢筋の水辺林が適切に設置されており、森林基本図・計画図において区画され、

現地で確認できる。 

 

 ３－２－２／妥当である 

現地確認により、保護樹帯が適切に設置されていることを確認した。諸県県有林｢綾の照葉樹林プロジ

ェクト｣の対象区域である綾南川右岸の７０１ha については、｢森林環境教育･保健休養的利用を図る

とともに人工林の針広混交林化を進めるエリア｣が設定され、現地においても、針広混交林への誘導が

なされていることを確認した。 

 

３－３．森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流出防止機能などへの影響を考慮し、

地表面の保護が図られるよう慎重に配慮されている。 
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 ３－３－１／妥当である 

県営林経営計画の「水土保全」を重視する森林施業団地に施業方法が明示され、市町村森林整備計画

の基準に照らして問題ない。また、諸県県有林では、複層林の整備に積極的に取り組んでおり、水土

保全の観点からも評価される。ダム周辺の土捨て場等も、緑化されており、水土保全上の問題はない。 

 

 ３－３－２／妥当である 

諸県県有林の営林事業は、これまでは宮崎県林業協会が受託しており、各種作業は、「県有林事業協力

会」を中心に執り行われてきた。作業は、林業協会が作成した「伐採搬出マニュアル」に基づいて実

施されてきた。今後についても、受託する認定事業体が「伐採搬出マニュアル」を作成しており、環

境負荷の尐ない方法を定めた技術マニュアルに従って、実施されることとなる。 

 

３－４．林業機械に用いる、燃料、オイルその他の汚染物質および農薬など化学物質が 

 水系に流出しないよう注意を払うこと。 

 

 ３－４－１／妥当である 

燃料、オイル類については、受託する認定事業体が作成している「伐採搬出マニュアル」の中で、「燃

料等油類の管理」として管理基準が示されている。林業薬剤については、別途「森林病害虫防除事業

仕様書」に使用法、保管場所について示されている。現地においても、適切に実行されていることを

確認した。 

 

３－５．林道等の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。 

 

 ３－５－１／妥当である 

林道・作業道の作設は、林道規程等の基準に従い、宮崎県が適切に計画立案を行い、宮崎県治山・林

道協会等に委託して実施される。現地確認により、林道・作業道の作設は適切に行われており、切り

土面、土捨て場等の緑化状況も良好で、水土保全上の問題はないことを確認した。 

 

基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

４－１．経済的、社会的、生態的な持続性に配慮し、森林資源調査等に基づいた森林管理計画を作成

し、適切な実行体制が整備されている。 

 

 ４－１－１／妥当である 

「県営林経営計画の基本方針」の中で、｢森林に対する県民のニーズは、水土保全、県土の保全、保健

休養の場の提供、更には、地球温暖化防止や生物多様性の保全機能の発揮が期待されるなど、多様化・

高度化するとともに、県営林の新たな役割と使命が問われてきている。このような状況から、区分に

応じた適切な施業により計画的・合理的な森林の整備を図り、生物多様性が保全され、民有林の模範

となる多様な森林づくりに努める」とし、その実行に努めてきている。 
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 ４－１－２／妥当である  

現状の諸県･大平山・一里山県有林は、間伐が励行されており、適切な森林管理がなされている。現地

確認及び担当者からの聞き取り調査によると、本県有林内では、帯状伐採、列状間伐、また樹下植栽

による複層林造成など、林齢の平準化、非皆伐施業へ向けた取り組みや、広葉樹への樹種転換などの

取り組みが意欲的に行われている。 

 

４－２．伐採量は森林の機能区分別に指定された森林施業計画認定基準の範囲内であり、 適正に配

置されている。 

 大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、 

 それが持続できるよう定められている。 

 

 ４－２－１／妥当である 

森林施業計画書によって、伐採・造林・保育計画表等が明示されている。森林施業計画書の「森林の

現況並びに伐採計画及び造林計画」に箇所毎の伐採方法、伐採率、伐採面積・材積、伐採予定時期を

含む収穫予定表が明示されていることを確認した。 

 

 ４－２－２／妥当である 

第９次県営林経営計画は、水土保全、生物多様性に配慮した計画となっており、機能ごとに区分され

た施業基準が明示されている。また「生物の多様性の保全を配慮した施業指針」において、伐採方法

についての施業基準が作成されており、林内に現存する広葉樹は、造林木の成育に支障とならない限

り保存し保育に努めることとしている。 

 

 ４－２－３／妥当である 

森林施業計画認定森林であるので、森林施業計画書に即した伐採計画にしたがって実行している。ま

た計画に対する実行状況が確認できる。 

 

４－３．伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、 施業の履

歴を踏まえて、適地適木の原則が守られていること。 

 

 ４－３－１／妥当である 

最近５年間の施業履歴に、伐採と更新の実績が記録されている。伐採後は、２年以内に地域在来の苗

木を植えている。なお、更新期間は、「市町村森林整備計画」に基づいていることを確認した。 

 

 ４－３－２／妥当である 

更新方法などは、第９次県営林経営計画、｢市町村森林整備計画｣に準拠している「生物多様性の保全

を考慮した施業指針」によって定められている。また更新予定は、「森林施業計画書」の造林計画に基

づいている。 
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 ４－３－３／妥当である 

生物多様性の保全を考慮した施業指針」に明記されている。植栽に使用する苗木は、地元の種苗業者

から購入し、在来樹種の選定に努めている。 

 

 ４－３－４／妥当である 

諸県・大平山・一里山県有林では、県営林監視人等による「巡視（モニタリング）」を定期的に行って

おり、植栽地で枯損が発生した場合には、病虫害、獣害、気象害それぞれに分け、迅速に対処するし

くみを構築している。 

 

４－４．天然林についても地域の特性を考慮し適切な森林管理計画が樹立され、的確な更新施業が行

われている。 

 

 ４－４－１／妥当である 

天然林の取り扱いについては、第９次県営林経営計画書において、保育に関する施業基準が明示され

ており、「生物の多様性の保全を配慮した施業指針」においても、「広葉樹は造林木の成育に支障のな

い限り保存し保育に努める」、天然林については「環境保全、防災、レクリエーション、自然景観形成

等各種機能を高度に発揮させるため、保残に努める」とされている。 

 

 ４－４－２／妥当である 

諸県県有林のうち、｢綾の照葉樹林プロジェクト｣の対象区域では、区域を｢植物群落参考林｣として保

護するエリアが設定され、方向性を定め、的確な森林施業が推進されていることを確認した。 

 

４－５．期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われて 

 いる。 

 

 ４－５－１／妥当である 

第９次県営林経営計画書において、保育に関する施業基準が明示されており、「「生物の多様性の保全」

を配慮した施業指針」においても、「広葉樹は造林木の成育に支障のない限り保存し保育に努める」と

され、現地においても適切に実行されていることを確認した。 

 

 ４－５－２／妥当である 

最近５年間の施業履歴に保育の実績が記録されており、その実施状況を現地で確認した。「森林施業計

画書」の保育計画に基づいて、今後、保育を行う予定である。 

 

４－６．目標林型への誘導に必要な間伐が適切に計画され、間伐が的確に実行されている。 

 

 ４－６－１／妥当である 

森林施業計画書に間伐箇所、面積、予定時期が明記されている。 
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 ４－６－２／妥当である 

「間伐技術指針」を作成しており、県営林経営計画書にも、間伐に関する施業基準が明示されている。

また、生物多様性への配慮から、間伐に当たって、「野鳥等の営巣、採餌が確認された枯損木等は、主

林木の生長に支障のない限り残す」こととして実施されている。 

 

 ４－６－３／妥当である 

最近５年分の施業履歴に、保育間伐、収入間伐(素材生産)の実績が記録されており、各団地の現況に

照らして適切な間伐が行われていることを確認した。 

 

４－７．森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られ、農薬など化学物質の使用は、法令など

を順守し、かつ必要最小限の使途にとどめている。 

 

 ４－７－１／妥当である 

病虫獣害の防除については、森林病害虫等防除事業実施要領にもとづいた｢森林病害虫防除事業仕様

書｣、｢獣害防除事業仕様書｣によって、森林病害虫等防除法、および鳥獣保護法等の関係諸法令に基づ

いて、生物多様性・水土保全に充分配慮の上、行われている。  

             

 ４－７－２／妥当である 

森林被害の記録と概況によれば、最近５年間では、森林病害虫の発生はない。 

 

 ４－７－３／妥当である 

法令に沿って、獣害防除事業仕様書、森林病害虫等防除事業仕様書を定め、その中で、薬剤は、コニ

ファ－水和剤を使用すること、薬剤の量は、１ｈａ当たり 15 ㍑とすること、散布の目安として、気

象の状態によることとするが、１回目から２回目の間隔を３ヶ月以上おくこととしている。 

 

４－８．山火事に対する適切な予防と被害への対処が図られている。 

 

 ４－８－１／妥当である 

「諸県県有林森林火災消防体系図」を整備し、県営林監視人が業務に従事している。また監視人やボ

ランティアに対し、森林火災予防に関する研修が実施されている。現地調査により、山火事注意の看

板が、各所に設置されていることを確認した。 

 

 ４－８－２／妥当である 

森林火災に対しては、諸県県有林森林火災消防体系図に基づいて対処され、大規模な場合は、宮崎県

災害対策実施要領に基づいた対応が図られることとなっている。 

 

 ４－８－３／適用除外 

H16 年春に除地(土捨て場)においてカヤ等の極小規模な火災が記録されているが、実質的な被害はな

かった。聞き取りによれば、近年は、森林火災による被害はない。 
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基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枠組 

 

５－１．日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。 

 

 ５－１－１／妥当である 

「宮崎県環境基本計画」に基づいた諸県・大平山・一里山県有林「環境方針」を定め、環境関連法令

等の遵守に努めている。 

 

 ５－１－２／妥当である 

現地確認により、「林野小六法」「環境六法」等の法令集が常備されていることを確認した。 

 

５－２．地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されている。 

 

 ５－２－１／適用除外 

聞き取りにより、所有山林では、入会権などの慣習的利用権がないことを確認した。 

このため、審査委員会により、審査要件から除外した。 

 

 ５－２－２／適用除外 

同上 

 

５－３．管理計画の実行に当たり、雇用者、委託者や林業従事者に対して生物多様性や 

 労働安全などに関して適切な訓練と指導を行っている。 

 

 ５－３－１／妥当である （向上目標付記） 

「共に学ぶ森」多目的管理棟を活用して、県営林監視人に対する生物多様性の保全に関する研修が定

期的に行われている。貴重な動植物が確認された場合は、監視人は速やかに県に報告し、専門家の指

導・助言がなされることになっており、実行も現地の聞き取りにおいて確認した。 

 

 ５－３－２／妥当である 

これまでは、宮崎県林業協会の行う安全作業講習会において、林業・木材製造業労働災害防止協会作

成の安全作業マニュアルに基づいた研修が定期的に行われてきた。今後については、認証森林の現場

業務を受託する認定事業体に対しても、訓練・研修が継続して行われていくことを確認した。 

 

５－４．従業員に対する社会保障、必要な訓練の実施、健康と安全の確保を図られている。 

 

 ５－４－１／妥当である 

現地確認により、委託先の事業体においても労災保険、国民健康保険など、社会保険制度に加入して

いることを確認した。 
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 ５－４－２／妥当である 

これまでは、宮崎県林業協会により、安全衛生推進体制が組織化され、各種安全教育等が行われてき

た。今後については、受託者となる認定事業体が安全推進体制を組織化していることを確認した。 

 

基準６ 社会・経済の便益の維持及び増進 

 

６－１．緑の循環資源として、認証林産物を多様な用途に有効活用し、地元住民や利害関係者等との

連携を図り、地域経済の振興に努める。 

 

 ６－１－１／妥当である 

平成 17 年度に社団法人宮崎県林業協会が、ＳＧＥＣ認定事業体（素材生産）を取得したことから、

認証森林である諸県県有林の間伐材をＳＧＥＣ森林認証材として売り払っている。今後も引き続き認

定事業体への売り払いを予定している。また宮崎県林業協会が行う木の工作教室では、その認証材を

利用した。さらには、林内作業路では排水路に間伐材を使用した。県民を対象に、各種研修・イベン

トを実施し、新聞等を通じて広く県民にＰＲしている。 

 

 ６－１－２／妥当である 

今後も素材生産等を受託するのは認定事業体であり、分別・表示のための的確な管理体制をしいて、

認証材の管理を行うこととしている。 

 

 ６－１－３／妥当である 

「共に学ぶ森」の指定管理者である宮崎県林業協会が行う木の工作教室では、その認証材を利用して

いる。さらには、林内作業路では排水路に間伐材を使用している。 

 

６－２．市民に自然に触れ合う機会/場所の提供に努めるとともに、入山者に対する環境教育、安全な

どへの指導および対策が整備されている。 

 

 ６－２－１／妥当である 

県有林は、県民に対する森林環境教育のフィールドとして位置づけられており、諸県県有林には、「共

に学ぶ森」多目的管理棟・モデル林等が整備され、年間を通じて 50～100 名規模の森林教室や植林イ

ベント等が開催されている。また、入山者が利用する歩道などには、案内板等が設置されている。 

 

 ６－２－２／妥当である 

綾南川流域の観光道路沿いなどで粗大ゴミ等の不法投棄が散見されるため、不法投棄等への対応マニ

ュアルを作成し、県営林監視人の巡視活動の強化、ゴミの持ち帰りを啓発する標示板を整備し、防止

に努めている。  

 

６－３．森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林においては、適切な対

応がとられている。 
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 ６－３－１／妥当である 

諸県県有林の国定公園指定地域及び「共に学ぶ森)」は、森林と人との共生林としてゾーニングされ、

経営計画において「身近な自然とのふれあいの場として県民の憩いの場を提供する森林の整備を目指

す」とされており、森林施業においても、景観維持には格別の配慮を行っている。また、「共に学ぶ森」

には多目的管理棟、作業広場、展示林等が整備され、一般を対象とした森林教室等が随時開かれてい

る。 

 

 ６－３－２／妥当である 

県営林経営計画において、各種保安林、自然公園等それぞれについて、市町村森林整備計画及び自然

公園法に基づいた施業方法の基準を作成している。 

 

 ６－３－３／適用除外 

県有林内の森林レクリエーション施設としては、遊歩道が、設けられているのみで、大規模なレクリ

エーション施設は設けられていない。 

 

６－４．文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されている。 

 

 ６－４－１／妥当である 

諸県県有林の一部、九州中央山地国定公園に指定されている綾南川右岸は、「森林と人との共生林」の

自然公園地域として、自然環境及び風致の維持に努めている。また諸県県有林のうち、｢綾の照葉樹林

プロジェクト｣の対象区域では、①植物群落参考林として保護するエリア、②森林環境教育･保健休養

的利用を図るとともに人工林の針広混交林化を進めるエリア、③主に人工林から照葉樹林へ復元、再

生するエリア、④ＳＧＥＣ認証森林として林業経営を行うエリアの４つに細区分し、的確な森林施業

を推進している。                   

 

 ６－４－２／妥当である 

県営林経営計画の基本方針において「広く県民に親しまれる民有林の模範となる多様な森林づくりに

努める」とされ、諸県県有林には、各種の試験林等が整備され、中でも「25 世紀の森」は、宮崎県特

産のカヤを複層林により、500 年かけて育成していこうという林分で、諸県県有林のシンボルといえ

るものである。遊歩道も整備され、広く親しまれている。 

 

６－５．対象森林の管理・整備・利用が、地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源として貢献できるよう

努めている。 

 

 ６－５－１／妥当である 

「適切な森林整備により、二酸化炭素の吸収量の増加を図るとともに、木質資源の有効活用により、

炭素固定の長期化を図る」ことを環境方針で定め、間伐が積極的に行われていることを確認した。 
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 ６－５－２／妥当である 

「省資源・省エネルギーに努め」ることを環境方針とし、作業委託の仕様書等で、受託者、従業者に

も努力義務を課している。 

 

基準７ モニタリングと情報公開 

 

７－１．管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを、適宜実施すること。 

モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見直しが図られている。 

 

 ７－１－１／妥当である（向上目標付記） 

経営計画の実行状況は、県営林監視人が一次チェックを行い、宮崎県中部農林振興局が検査を行う形

態を取ってきたが、認証取得後より生物多様性の保全、水土保全の観点も付加したモニタリングの手

順及びチェックリストを作成し、実施している。 

 

７－２．地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行っている場合、そ

の調査に対する協力体制が整っている。 

 

 ７－２－１／妥当である 

宮崎県自然環境課が、シカの生息密度調査を実施している。この調査は、鹿の糞量から、生息数を推

計するもので、この調査の実施等について認証森林においても全面的に協力している。その他の調査

についても、認証森林は、調査研究の場として開放し、協力体制を取っている。    

 

７－３．対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業 

 種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されている。 

 

 ７－３－１／妥当である 

作業時以外にも、県営林監視人が随時巡回し、諸被害の状況については、「諸県県有林における被害状

況整理簿」に記録されている。 

 

７－４．森林管理計画とモニタリング結果は、情報の機密性を尊重するが、その概要については一般

に公開することを原則とする。 

 

 ７－４－１／妥当である 

県有林の経営計画等の書類に関しては、公表し、希望者には配布している。さらに生物多様性の保全

等の計画事項の記録等については、今後整理し、県森林整備課のホームページ上等で、公開している。 

 

 


